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はじめに

社会保障をめぐる制度改革の行方は，習近平政権が直面する政治と経済の課

題に大きな影響を与える要素として注目を集めている。政治面では，社会保障

制度の確立によって，格差の拡大に根ざす社会階層間の対立構造が緩和され，

社会的安定がもたらされることが期待されている。また経済面では，従来の外

需主導から内需主導の経済成長パターンに転換するために，社会保障による所

得の再分配と生活保障が有効であると考えられている。いま中国は高い貯蓄率

が国内消費を圧迫しているが，社会保障制度が整備されれば，将来に対する不

安が薄らぎ，貯蓄が消費に向かう可能性が高まるからである（１）。

実際に，胡錦濤（以下，胡）政権期の社会保障は，「調和社会」（原語：「和諧社

会」）のスローガンが示すように，社会全体の安定装置として重視されていた。

このことは，保障の対象が労働者から国民全体に広がったことによく表れてい

る。基礎年金と医療保険は，都市部の企業で働く被雇用者から都市と農村の住

民一般へと拡大し，「国民皆保険」の制度的枠組みが出来上がった。また公的扶

助の面でも，最低生活保障制度が都市だけでなく農村にも適用されるようにな

り，給付水準も引き上げられた。

しかし同時に，胡政権期の急速な社会保障改革は，従来型の社会保険と公的

扶助では，増大する社会リスクに対応しきれないことも浮き彫りにした。２０１２

年１１月の第１８回党大会における胡の報告は，都市と農村の格差や地域間の発展

の格差，そして所得分配面の格差に言及して，「社会的矛盾は明らかに増えて」

いると指摘している。とくに社会保障については，国民皆保険の目標をほぼ達

成したことを高らかに宣言しつつも，課題として「都市・農村の社会保障シス

テムの整備を統一的な計画に基づいて推進する」ことが強調された。このこと

は，これまでの社会保障制度の整備が都市と農村で個別に進展してきたために，

結果的に都市・農村間の移動に対して障壁になったことを示唆している。

「調和社会」のスローガンが示すように，胡政権が民生を重視し，社会保障制

度の拡充に大きく貢献したことは間違いない。それにもかかわらず，大衆によ

る集団抗議行動は増加の一途をたどっており（２），社会的安定装置としての効果は

まだ確認できない。これは新たな社会保障制度の浸透に時間がかかるためでも
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あるが，それとは別に胡政権が推進した社会保障制度の改革自体から派生した

部分もある。国民皆保険体制の構築が急速に進んだ要因のひとつは，既存の社

会保険から排除された者を対象に新たな保険制度を設置したことにある。この

結果，社会保険の内部に社会格差の構造が持ち込まれ，再分配機能は限定的と

なった。したがって，習近平の課題は，前任者が整備した保障枠組みの実質化

と同時に，制度内に組み込まれた格差を是正することになろう。

本章では，第１節で胡政権期の社会保障改革の実績として，「国民皆保険」の

基礎を確立したこと，また公的扶助と福祉サービスの拡充が図られたことを指

摘する。第２節では，上記の改革の問題点を指摘して現制度に内在する格差温

存のメカニズムを明らかにし，習近平政権が引き継ぐ課題と対応を考察する。

第１節 胡政権の実績

１．医療にみる国民皆保険体制の整備

社会保障面での成果として特筆に値するのは，国民皆保険に向けた制度整備

を胡が急ピッチで進めたことであろう。なかでも医療保険の拡張は目覚ましかっ

た。胡政権は発足とほぼ同時に SARS（重症急性呼吸器症候群）危機に見舞われた

ため，医療面での社会セーフティネットの再建が急務であった。加藤（２００８，４６）

によれば，SARS 流行時に医療保険の対象外であった住民のなかには，高額な医

療費を恐れて診療を受けない者が現れ，また医療機関側が無保険者の診療を拒

否する事例も多発したという。なかでも農村が抱える医療リスクはとりわけ高

い関心を集めた。保健インフラの脆弱な農村に感染が広がれば，犠牲者が激増

し終息は困難を極めると予想されたからである。このため，全住民を医療保険

の対象にする新たな制度の普及は，都市よりも農村で先行することになった。

すでに１９９０年代後半から一部の農村では，新たな合作医療制度の実験が始まっ

ていたが（３），SARS危機はこの動きを加速させた。新型農村合作医療制度は，２００３

年から正式に施行されると，またたく間に全国に広がり，加入率は２００５年時点

で２３．５％であったものが，２０１１年には９７．５％にまで達した（表１）（４）。また同年

の受給者数はのべ１３億１５００万人で，加入者総数８億３２００万人を上回っていたこと
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から，実際に保険金を受け取るという点からみた利用度も高いといえる。

都市部については，２００７年から非就労者に対する都市住民基礎医療保険制度

が試験的に実施され，２００９年には全都市数の８０％以上の都市が試行対象となっ

た。これにより医療については，すべての国民をカバーする公的保険が制度上

は確立した。表１に示したように，２０１１年の都市住民基礎医療保険の加入者は

すでに２億２１１６万人に上っている。同年の都市従業員基礎医療保険と合わせる

と，都市部の基礎医療保険の加入者数は４億７３４３万人で，新型農村合作医療の

加入数である８億３２００万人を加算すれば，加入者数はすでに１３億人を超えてい

る。この点でも医療の面では国民皆保険体制が整ったといえよう。

第１１次５カ年計画 第１２次５カ年計画

２００５年 ２０１０年
２００５～
２０１０年

２０１５年 ２０１０～２０１５年 ２０１１年

指標 （加入者数・万人） 実績 目標 実績
増加率
（％）

目標
増加率
（％）

実績
基金残高
（億元）

基礎年金 ３５，９８４ ８０，７００ １２４．３ ６１，０３４

うち都市基礎年金１） １７，４８７ ２２，３００ ２５，７０７ ４７．０ ３５，７００ ３８．９ ２８，３９１ １９，４９７４）

うち新型農村社会年金２） － － １０，２７７ － ４５，０００ ３３７．９ ３２，６４３ １，１９９

都市基礎医療保険 １３，７８３ ３０，０００ ４３，２６３ ２１３．９ － ４７，３４３ ４，０１５４）

うち都市従業員基礎医療保険 ２３，７３５ ３ポイント３） ２５，２２７

うち都市住民基礎医療保険 １９，５２８ ２２，１１６ ４９７

新型農村合作医療 １７，９００ ８３，６００ ３６７．０ － ８３，２００

同上・加入率（％） ２３．５ ＞８０％ ９５ ９７．５

労働災害保険 ８，４７８ １４，０００ １６，１６１ ９０．６ ２１，０００ ２９．９ １７，６９６ ６４２

失業保険 １０，６４８ １２，０００ １３，３７６ ２５．６ １６，０００ １９．６ １４，３１７ ２，２４０

生育保険 ５，４０８ ８，０００ １２，３３６ １２８．１ １５，０００ ２１．６ １３，８９２ ３４３

社会保障カード － － １０，３００ － ８０，０００ ６７６．７ － －

表１ 社会保障に関する第１１次５カ年計画の主要な実績と第１２次５カ年計画の目標

（出所） ５カ年計画については中華人民共和国中央人民政府（２０１２）。２０１１年は人力資源和社会保障
部（２０１２）と中華人民共和国衛生部統計信息中心（２０１２）より筆者作成。

（注） １）２０１０年の実績値には都市住民基礎年金を含まず。２０１５年目標値には含む。
２）２００９年から試行のため，第１１次５カ年計画の当初目標に含まれず。２０１０年数値には地方独
自の試験区は含まれず。

３）基本医療保険全体として３ポイントの引き上げ。
４）上記１）の理由により，企業従業員基礎年金単独での２０１５年加入者数の目標値は３億７００
万人以上。

140



２．国民皆年金の挫折と復活

医療に続いて皆保険に向けた改革が進展したのは，年金（「養老保険」）であっ

た。基礎年金でも医療保険と同様，農村部への普及が皆保険体制の鍵を握って

いた。この試みも，過去に一度実施されたことがある。１９９２年，民政部は「県

級農村社会養老保険の基本案（試行）」を制定し，農村部で６０歳からの年金受給

を可能にした。しかしこの年金制度は個人の拠出を主体とする完全積立方式で，

地元政府や企業の補助が限定的であり，かつ任意加入でもあったため，１９９９年

からは脱退が相次ぎ，２００７年には加入率が農村就業人口の１割にまで落ち込ん

だ（飯島・澤田 ２０１０，１０６―１０８）。また都市部でも，流動性の高い非正規雇用や

「農民工」（農村出身の出稼ぎ労働者）が増大し，保険料の徴収が困難になるとと

もに，雇用側からも保険料の未払い・不払いが横行したため，年金制度から排

除される者が後を絶たなかった。王（２０１１，５０―５１）の試算によれば，２００８年時点

で６０歳以上の高齢者のうち約３分の２が無年金者であったという。

こうした事態に対して，一部の地方は２００３年以降，新たな農村基礎年金の実

験を開始した。２００８年時点では，すでに７５１万８７００人が新型農村基礎年金に加入

していた（何２０１２）。これら地方の経験を土台にして，中央政府は２００９年９月に

「国務院による新型農村社会年金の試行の展開に関する指導的意見」を公布し

た。

この新型年金が旧型と大きく異なるのは，政府による財政支援の責任を明示

している点である。基礎年金の部分（１人当たり毎月５５元の給付）は全額が政府の

負担となっており，中西部地域に対しては中央政府が全額を補助，東部地域に

は５０％の補助を提供するという設計である（中華人民共和国中央人民政府２００９a）。

この結果，２０１１年末の新型農村社会年金の加入者数は，３億２６４３万人にまで急増

した（表１）。

農村の基礎年金の整備を追うかたちで，２０１１年に公的年金の最後の空白であっ

た都市部の非雇用者に対する制度の構築が始まった。同年６月，中央政府は「国

務院による都市住民社会年金の試行の展開に関する指導的意見」を公布して，

既存の都市従業員基礎年金に加入していない１６歳以上の都市住民（ただし学生は

除く）を対象とする都市住民社会年金を新設した。この新制度は新型農村社会年

金とほぼ同じ設計（５）であるため，浙江省など一部の地方では二つの制度を統合し
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て運営している（何 ２０１２）。

こうして年金についても皆保険体制の枠組みが一通り出来上がった。しかし

医療保険よりも開始が遅く，まだ実験地区での試行が続いているため，実際の

カバー率は高くない（６）。表１に示したように，全国の基礎年金の加入者数は，６

億１０００万人余りと医療保険の半分以下である。

とはいえ，新型農村社会年金については，２０１０年末からわずか１年で２億２０００

万人を上回る数が新規に加入しており，国民皆年金体制の帰趨を左右する農村

部での制度の普及が強力に推進されたことがうかがえる。また，第１１次５カ年

計画（２００５～２０１０年）の実績と第１２次５カ年計画（２０１０～２０１５年）の目標値を比べ

ると，前者の施策の重点が医療保険の加入者の拡大にあったのに対して，後者

の重点は基礎年金に移ったことがわかる（表１）。

３．社会保険による流動人口の包摂

都市と農村での皆保険体制が整備されると同時に，その間を移動する流動人

口についても社会保険に組み入れる試みが進展した。それまで都市と農村を移

動する農民工は，社会保険の対象から外れることが一般的であったが，２００３年

から徐々に社会保険のセーフティネットに包摂されるようになった。具体的に

は２００３年には都市部の非正規労働者が基礎医療保険に加入できるようになり，

同年４月の「労災条例」によって２００４年から農民工を含むすべての賃金労働者

を対象とする労働災保険制度が全国で実施された。また２００６年３月に「国務院

による農民工問題の解決に関する若干の意見」が通達され，農民工に労働災害

保険と重病に対する医療保険および年金を提供する必要があると指摘された（中

華人民共和国中央人民政府 ２００６）。

これを受けて，同年に労働社会保障部（当時）は地方政府に対して，建設や鉱

業に携わる農民工を労働災害保険に加入させる「第１期平安計画」を指示した。

さらに農民工の集中する広東，北京，上海，江蘇，浙江などの特定地方に対し

て農民工の医療保険の加入者数にノルマを課した。２００９年には「第２期平安計画」

を策定して，労働災害保険に加入する農民工の対象を第３次産業まで広げた。

農民工を社会保険に加入させるこれら一連の政策のなかで，特筆に値するの

は人力資源社会保障部と財政部が国務院経由で２００９年末に通達した「都市企業
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従業員基礎年金関係の移転と継続方法」である（中華人民共和国中央人民政府２００９

b）。年金基金の管理は地方政府の管轄であったため，それまでは農民工が都市や

省を越えて移動する場合には，いったん加入を中断し，個人口座に積み立てた

保険料の払い戻しを受けるのが常であった。しかし上記の通達により，２０１０年

から農民工を含むすべての都市部の賃金労働者が省を越えて転職する場合，基

礎年金の記録も移動先に移転され継続扱いになることが定められたのである（于

２０１２，１２１）。翌２０１１年７月１日から施行された「社会保険法」にも，地域を越え

て就労する者については，基礎年金の記録と納付年数を継続することが明記さ

れている。

以上のことから，農民工が社会保険に加入するにあたっては，大きく分けて

２種類の方法ができるようになった。すなわち都市戸籍の労働者と同じ企業従

業員の基礎年金や医療保険に加入するか，あるいは前述の新型農村社会年金や

新型農村合作医療保険に加入するかである。また北京や上海では農民工専用の

独自保険を制定している。このような制度整備の結果，２０１１年末現在，都市に

おける農民工の社会保険加入は，基礎年金で４１４０万人，公的医療保険で４６４１万人，

労災保険で６８２８万人，失業保険では２３９１万人にまで拡大した（人力資源和社会保

障部 ２０１２）。すべての国民を何らかの社会保険に包摂するという方針は，農民工

に関しても適用されているといえよう。

４．公的扶助による社会保険の支援

大きな制度転換を遂げた社会保険に対して，公的扶助はおおむね江沢民政権

期の制度的枠組みを踏襲した。冒頭に挙げた第１８回党大会における胡報告でも，

生活保護に相当する「最低生活保障」に特定した文言は１カ所にしかない（７）。ま

た第１２次５カ年計画で掲げられた社会保障分野の目標においても，社会保険に

ついては年金，医療，労災，失業など種類ごとに細かく設定され，多くの紙面

が割かれているのに対し，最低生活保障については７項目の最後に配置されて

おり，その目標も給付の徹底と給付水準の引き上げに言及したにとどまってい

る（中華人民共和国中央人民政府 ２０１２）。

とはいえ，胡政権期の公的扶助は，社会保険と同じく，医療保障の強化と農

村への給付拡大で成果を上げた。まず，医療に対する公的扶助である「医療救
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助」の実績を確認しよう。この制度は主として，（１）生活保護世帯に対して医

療費補助を給付すること，および（２）経済的理由で医療保険に加入できない世

帯に対して，保険加入のための資金援助を行うことを目的とした。表２に示し

たように，都市部では２００８年から２０１１年にかけて，（１）の受給者数が１．５倍，

（２）は２．４倍と急増している。また導入が先行した農村部では（１）と（２）の受給者

は２００５年から２０１１年のあいだに７．４倍に膨れ上がった。

注目すべきは，（１）の生活保護世帯への医療補助よりも，（２）の医療保険加入

の資金援助のほうが受給者数が多い，という点である。都市部では（１）の受給対

象６７２万人に対して（２）は１５５０万人に上り，農村部に至っては（１）の受給者１４７２万

人に対して（２）は４８２５万人と３倍以上になる。公的扶助は，租税による貧困救済

を指すのが一般的で，保険料の支払いを条件とする社会保険とは設計の原理が

異なるが，中国の場合は，公的扶助が社会保険の対象を拡大するための装置と

して機能している。そもそも医療救助は，新型農村合作医療制度の実施を支援

するために中央政府が提起した制度であった（８）。つまり医療における公的扶助は，

皆保険体制を整備するための手段として推進された面がある。

つぎに，公的扶助が農村で拡大した事例として，「最低生活保障制度」を取り

上げる。２０００年代前半までは，最低生活保障制度の面でも都市と農村のあいだ

で大きな格差があった。農村部の最低生活保障制度は，１９９４年前後から県と郷

政府が実施しており，最低生活保障の貧困ライン以下の世帯に対して現金と実

年

都市医療救助 農村医療救助 １人当たり
医 療 救 助
支出の農村
／ 都 市 比

（％）

医療救助
のべ人数
（万人）

医療保険加
入の資金援
助のべ人数
（万人）

都 市 医 療
救助の支出
（万元）

の べ １ 人
当たり医療
救 助 支 出
（C／A＋B）

医療救助
のべ人数
（万人）

合作医療加
入の資金援
助のべ人数
（万人）

都 市 医 療
救助の支出
（万元）

の べ １ 人
当たり医療
救 助 支 出
（G／E＋F）

A B C D E F G H H/D

２００５ ３２，０００．０ １９９．６ ６５４．９ ５７，０００．０ ６６．７

２００６ ８１，２４０．９ ２０１．３ １，３１７．１ １１４，１９８．１ ７５．２

２００７ １４４，３７９．２ ３７７．１ ２，５１７．３ ２８０，５０８．０ ９６．９

２００８ ４４３．６ ６４２．６ ２９７，０００．０ ２７３．４ ７５９．５ ３，４３２．４ ３８３，０００．０ ９１．４ ３３．４

２００９ ４１０．４ １，０９５．９ ４１２，０４３．１ ２７３．５ ７３０．０ ４，０５９．１ ６４６，２４５．８ １３４．９ ４９．３

２０１０ ４６０．１ １，４６１．２ ４９５，２０３．０ ２５７．７ １，０１９．２ ４，６１５．４ ８３４，８１０．０ １４８．２ ５７．５

２０１１ ６７２．２ １，５４９．８ ６７６，４０８．４ ３０４．４ １，４７１．８ ４，８２５．３ １，１９９，６１０．４ １９０．５ ６２．６

表２ 都市と農村における医療救助の受給者数と支出額

（出所） 国家統計局（２０１２）より筆者作成。
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物の給付を行っていたが，県と郷村の財政不足から有資格者でも給付が受けら

れない状態が続いていた。このため２００４年時の統計をみると，都市最低生活保

障の受給者数が２２００万人を上回ったのに対して，農村最低生活保障制度では４８８

万人と都市の４分の１以下であった（図１）。

これに対して，国務院は２００７年に，すべての農村に最低生活保障制度を設け

る決定を下し，規定水準以下の農村住民に対して給付を保障するため，中央財

政から３０億元の資金を投入した（飯島・澤田２０１０，１４３―１４４）。これにより農村で

生活保護を受ける住民の数は，２００７年から２０１０年にかけて急増した。一方，都市

の最低生活保障制度の受給者数は，ほとんど変化がなく，近年は緩やかに低下

する傾向にある。このことから公的扶助においては，農村と都市の格差を抑制

する方針がうかがえる。

その他の貧困層に対する福祉サービスについては，生活保護世帯向けの低廉

な住宅供給，貧困地区の就学困難な児童に対する支援が挙げられる。また高齢

者手当の導入と障がい者向け最低生活保障において給付額の割増しが実行に移

図１ 公的扶助の受給者数の推移

（出所）２００４～２０１１年は民政部（２０１２），２０１２年は民政部（２０１３）による。
（注） 五保戸とは，法的に扶養義務のある身寄りがいない（または身寄りに扶養能力

がない）者，労働能力を喪失した者，生活収入源を欠く高齢者，障がい者，未成
年を指し，農村の最貧層とされる。ここでは五保戸扶養制度の受給者数を示した。
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された。しかし全体からみると，公的扶助の面で顕著だったのは，やはり医療

における社会保険の加入支援と農村部での最低生活保障制度の普及であった。

以上のことから，公的扶助にも胡政権期の「皆保険体制の実現」と都市農村の

格差是正の方針が色濃く反映していたといえる。

第２節 習近平政権が引き継ぐ課題

１．皆保険体制に内在する格差

以上のように，胡政権の社会保障における最大の実績は，都市と農村を包摂

する「国民皆保険体制の構築」であった。これは従来どの政権もなし得なかっ

た事業であり，歴史的な到達点ともいえる。通常，発展途上国では皆保険体制

の実現は困難とされる。農民と自営業者およびインフォーマル部門の就労者が

多く，収入に応じた保険料の確定と徴収が難しいためである。したがって，社

会保険が全国民を対象として普及する前提条件として，経済成長によってフォー

マル部門の賃金労働者が大多数を占める状態が必要であると考えられてきた。

ところが中国は膨大な数の農民と非正規労働者を抱えているにもかかわらず，

国民皆保険体制を驚異的な速度で立ち上げた。そのためにとられた方法は，既

存の社会保険をできるだけ温存しつつ，そこから排除された者を対象とする新

たな保険制度を設けることであった。この意味で，社会保険改革は経済改革の

「増量改革」（９）に通じる面があった。だが，その結果として，新たな社会保険の

制度設計は，一次分配の格差を反映したものにならざるを得なかった。すなわ

ち収入が高くかつ安定した集団と，低所得の高リスク集団が別々の保険基金に

加入するため，両者の保障水準には大きな開きが生じたのである。

たとえば，もっとも優遇されている公務員年金の場合，所得代替率（１０）は８０～

９０％の高水準にある。何（２０１２）の試算によれば，退職後の公務員の年金受給額

を，都市従業員基礎年金，都市住民社会年金，新型農村社会年金の１人当たり

受給額と比較すると，４者の比率は４１：２０：１：１になるという。また何は医療

保険についても同様の試算を行っており，公務員が医療保険から受ける給付額

を，都市従業員基礎医療保険と都市住民基礎医療保険および新型農村合作医療
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のそれと比較して，１２：８：１：１という格差があると主張している（何 ２０１２）。

しかも公務員と公共事業機関の職員は，計画経済期に整備された社会保険制度

の対象であるため，保険料を拠出する必要がない。とりわけ国家公務員の医療

保険は１９５０年に制定された公費医療制度で保障されており，改革の対象外にお

かれてきた（１１）。このことからも，社会保障制度における公務員の既得権がいか

に強固であるかがわかる。

また同じ保険制度のなかであっても，個人の所得格差と地域の経済格差は受

給の待遇に響いてくる。新型農村社会年金を例にとると，加入者は自分が拠出

する保険料の金額を年間１００元，２００元，３００元，４００元，５００元の５ランクから選

ぶことができるので，これに応じて受給金額にも大きな差が生じる。

もっとも保険料に差を設けるのは，急速な普及を可能にするために，必要な

措置であったともいえる。統一の定額保険料では，経済的負担に耐えられない

低所得者が排除される。一方，保険料を低く抑えると，給付される年金の水準

も低くなるので，中高所得の農民にとっては有意義な老後保障にならず，加入

を避けるようになる。一般に社会保険は強制加入が原則だが，新型農村社会年

金は任意加入なので，皆保険を実現するには所得格差を反映した保険料の設定

が必要であった。

さらに上記は国の定めた標準だが，地方政府の裁量で保険料のランクを増や

すことも認められている。したがって地方間の経済格差も，受給額の差に表れ

ることになる。王（２０１１，５５）によれば，経済力のある江蘇省内の県では１８００元

の保険料ランクも存在しており，１５年後には毎月６０３元の年金を受領できる。こ

れは１００元の保険料に対する受給額９３元／月と比べて６．５倍になる。保険料より受

給額の差が小さいことから，再分配機能も確かに発揮されているが，任意加入

で選べる保険料ランクという点では商業保険に近い性格になっている。

また強制加入である都市従業員基礎年金の場合は，受給額ではなく保険料の

負担の面で逆進性がみられる。もともと都市従業員基礎年金の保険料率は賃金

に対して一律（１２）であり，租税のような所得に対する累進性はない。そのうえ都

市従業員基礎年金には，保険料の対象となる賃金水準に上限と下限が設定され

ていた。すなわち賃金が勤務地の平均賃金の３００％を上回る部分については，保

険料の納付対象から控除される。つまりその分，保険料率が低くなる（負担が軽

くなる）のである。逆に下限は勤務地の平均賃金の６０％と定められており，実際
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の賃金収入がこれを下回る場合でも，平均賃金の６０％を対象に保険料が課され

る。言い換えれば，賃金が下限を下回れば下回るほど，拠出する保険料率は高

くなり，相対的負担は重くなる。こうして年金の保険料に関しては，上限と下

限の外で逆進性が働くのである。

こうした逆進性の対象となる層は，少数の例外的存在なのであろうか。白・

呉・金（２０１２，４８―７１）が２００２年から２００９年の都市住民世帯調査から抽出したサン

プル１２万８３２９人（うち有職者９万９３４７人）について分析したところ，現役の被雇

用者（１３）のうち上限を上回った者はわずか０．６％だったのに対し，下限に達しなかっ

た者は３５％にも上った。また白らは同じサンプルを用いて，社会保険料率と賃

金収入の相関を求めたが，その結果，都市従業員の年金と医療保険については，

賃金とのあいだに負の相関（１４）が観察された。言い換えれば，高賃金を得ている

ものほど保険料率が低い，ということである。この点からも，現行の社会保険

の設計には，格差を助長する要素が内在することがわかる。

２．内需刺激をめぐる期待と疑念

国民皆保険が格差を助長したとしても，それだけでは社会安定装置としての

機能不全を意味しない。三浦（２０１２，４９）が指摘するように，将来所得に対する

期待が高ければ，社会は格差に寛容になる。もし社会保障制度の整備が個人消

費を促進し，内需の拡大を通じて経済成長と所得増に貢献するのであれば，社

会保障は社会の安定に寄与したといえる。輸出と投資に依存するこれまでの中

国の成長パターンが限界に達し，今後は内需主導の産業高度化に転換すべきと

考える論者は，社会保障による内需拡大に期待を寄せている。

確かにリーマンショックに端を発する国際金融危機から先進国向けの輸出が

鈍化したこと，製造業が人手不足に転じて人件費が上昇していること，また財

政出動が引き起こすバブル経済のリスクと地方政府の隠れ債務が膨らんだこと

から，内需拡大は重要な政策課題として浮上している。前述の第１８回党大会に

おける政治報告（胡２０１２）も，「経済発展パターンの転換」として「経済の発展

をよりいっそう内需，とくに消費需要によって牽引する」ことを明言し，「内需

拡大という戦略的基点をしっかりと掌握し，消費需要の拡大効果を長期にわたっ

て持続させるメカニズムを早急に確立し，住民消費の潜在力を解放し，投資の
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合理的な成長を維持し，国内市場の規模を拡大する」ことを目標に定めている（１５）。

このことは逆に，現実において胡政権下では，経済成長に対する個人消費の

寄与が低下してきたことを物語っている。家計消費がGDPに占める比率は，２００２

年の４４．３％から２０１１年には３５．４％にまで後退している。この縮小する個人消費は，

高い貯蓄率の裏返しでもある。世界銀行のデータベースによれば，すでに２００６

年から中国の国内貯蓄率は GDP の５０％を超え，世界一の水準に達した（１６）。こう

した貯蓄率の上昇をもたらした要因として，社会保障の未整備がしばしば挙げ

られる。

たとえば中国社会科学院金融研究所銀行研究室主任の曽剛は，『人民日報』の

取材に対して，高い貯蓄率について四つの要因を挙げたが，そのうちのひとつ

が社会保障システムであった。曽剛によれば，将来の不慮の事態に備えて人々

は貯蓄に走る，したがって「医療や失業救済を含む社会保障システムの改善に

よって，将来の不確定性を下げる」ことが貯蓄率の引き下げと消費喚起のため

に肝要である，という（周 ２０１２）（１７）。

確かに住宅と教育および医療の費用上昇は，中国でも将来に備えた貯蓄の強

い動機になっている。とりわけ住宅費の負担が軽い農村では，医療費の支払い

が家計にとって最大のリスクになる。住民１人当たりの消費に占める医療費の

割合を都市と農村で比較すると，都市部では２００６年以降に頭打ちからやや低下

しているのに対し，農村は緩やかに上昇を続けている（表３）。唐成の四川省農

都市 農村

A B C D

年間消費 うち医療費 B/A 年間消費 うち医療費 D/C

年 （元） （元） （％） （元） （元） （％）

１９９０ １２７８．９ ２５．７ ２．０ ３７４．７ １９．０ ５．１
１９９５ ３５３７．６ １１０．１ ３．１ ８５９．４ ４２．５ ４．９
２０００ ４９９８．０ ３１８．１ ６．４ １６７０．１ ８７．６ ５．２
２００５ ７９４２．９ ６００．９ ７．６ ２５５５．４ １６８．１ ６．６
２００６ ８６９６．６ ６２０．５ ７．１ ２８２９．０ １９１．５ ６．８
２００７ ９９９７．５ ６９９．１ ７．０ ３２２３．９ ２１０．５ ６．５
２００８ １１２４２．９ ７８６．２ ７．０ ３６６０．７ ２４６．０ ６．７
２００９ １２２６４．６ ８５６．４ ７．０ ３９９３．５ ２８７．５ ７．２
２０１０ １３４７１．５ ８７１．８ ６．５ ４３８１．８ ３２６．０ ７．４

表３ 住民１人当たりの消費全体に占める医療費の支出

（出所） 中華人民共和国衛生部統計信息中心（２０１２）。
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家調査（２００７年）によれば，農家が感じる不安要因を世帯主の年齢別に分析した

結果，すべての年齢層で「医療費の支払い」が１位となった。とりわけ３９歳以

下と６０歳以上で「医療費の支払い」を挙げた者は５０％を超えている（唐２０１１，

１１９）。

しかし社会保障制度改革が家計の消費を促進する効果については，専門家の

あいだで意見が分かれている。否定的な見解をとる論者は，主として保険料負

担の増大に着目する。周知のように，社会保険は福祉とは異なり，給付資格を

得るためには，まず加入者が保険料を拠出する必要がある。したがって，社会

保障制度の整備によって，個人の保険料負担が増大するのであれば，可処分所

得が減少するので，消費にとってはマイナスの効果が起こり得る。

前述の白・呉・金（２０１２）は，社会保険料の７割を占める年金を取り上げ，消

費に及ぼす影響について分析を行っている。白らは９省市（１８）の世帯調査データ

に基づいて２００２年から２００９年の変化を追った結果，２００２年から２００５年まではマイ

ナスの影響が顕著で，保険料率が１ポイント上昇する際に世帯の消費は１．７５％

下落したことが明らかになった，という。２００６年以降の時期については，それ

までのような顕著な相関は観察できないが，少なくとも貯蓄率を引き下げる効

図２ 都市と農村における収入の種類別構成

（出所） 表２に同じ。
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果はなかったといえる。席（２０１２）も独自の試算の結果，社会保険料の負担が個

人消費に対してクラウディング・アウト効果を発揮する，と主張する。逆に臧

等（２０１２）は，大規模な都市住民基礎医療保険の実験地区での調査（１９）の結果とし

て，都市住民基礎医療保険が中低所得層については，消費を促進する効果があっ

たと述べている。

以上のことから，現在の社会保険を前提にした社会保障の整備が，必ずしも

内需拡大に直結するとは限らない。いうまでもなく，家計消費は社会保障だけ

ではなく，所得や雇用の展望にも左右される。図２に示したように，過去１０年

間にわたり都市世帯の所得の６割は賃金収入であること，また農村でも賃金収

入の占める割合が上昇していることを考慮すれば，社会保障の整備による再分

配よりも，中低所得者層における賃金の上昇による一次分配の格差是正の方が，

内需の拡大にとってより重要であろう。

３．政府に集中する再分配と保険基金の余剰

つぎに賃金を含む一次所得と可処分所得の差から，再分配の流れを探ってみ

よう。唐（２０１１）は，国民所得に占める家計と政府部門の割合を，第一次所得と

可処分所得について分析した結果，２０００年以降は政府部門から家計部門への移

転所得よりも，家計部門から政府部門に支払う税金や社会保険料の方が大きく

なった，と結論づけた。そこで筆者は，国家統計局（２０１２）のデータを用いて，

唐（２０１１，１２０―１２１）の政府部門と家計部門の計算に企業部門を加え，同様の方法

で国内所得に占める第一次所得と可処分所得の構成比の推移を追ってみた。

その結果が表４と図３である。第一次所得の国民所得に対する比率と再分配

を経た可処分所得のそれを比較すると，政府部門では可処分所得が常に１を上

回っているのに対して，家計部門のそれは２００９年に０．９９７とわずかながら低下し

ている。そして，家計部門以上に大きかったのは，企業部門での可処分所得比

率の低下である。言い換えれば，政府は再分配機能を通して，家計と企業部門

から受け取る税収と保険料を相対的に増やし，経常移転や社会保険の給付およ

び福祉サービスの支出を相対的に低下させたことになる。この変化を時系列で

表すため，人力資源社会保障部が管轄する雇用・社会保障費が歳出と GDP に占

める比率の変化を１９９０年からたどると，双方の数値が急上昇したのは江沢民政
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企業部門 政府部門 家計部門

年
第一次所得
（％）（a）

可処分所得
（％）（b）

（b）／（a）
第一次所得
（％）（a）

可処分所得
（％）（b）

（b）／（a）
第一次所得
（％）（a）

可処分所得
（％）（b）

（b）／（a）

２０００ １９．７ １７．９ ０．９１０ １３．１ １４．５ １．１０７ ６７．２ ６７．５ １．００６

２００１ ２１．４ １８．９ ０．８８４ １２．７ １５．０ １．１８４ ６５．９ ６６．１ １．００２

２００２ ２１．６ １９．３ ０．８９６ １３．９ １６．２ １．１６５ ６４．５ ６４．４ ０．９９９

２００３ ２２．３ １９．９ ０．８９５ １３．６ １６．１ １．１８１ ６４．１ ６４．０ ０．９９８

２００４ ２５．１ ２２．５ ０．８９６ １３．７ １６．４ １．１９６ ６１．１ ６１．１ ０．９９９

２００５ ２４．５ ２１．６ ０．８８１ １４．２ １７．６ １．２３６ ６１．３ ６０．８ ０．９９３

２００６ ２４．７ ２１．５ ０．８７１ １４．５ １８．２ １．２５３ ６０．７ ６０．２ ０．９９２

２００７ ２５．７ ２２．１ ０．８６１ １４．７ １９．０ １．２９０ ５９．６ ５８．９ ０．９８８

２００８ ２６．６ ２２．７ ０．８５５ １４．７ １９．０ １．２８８ ５８．７ ５８．３ ０．９９３

２００９ ２４．７ ２１．２ ０．８５７ １４．６ １８．３ １．２５４ ６０．７ ６０．５ ０．９９７

表４ 再分配による国内所得の構成変化

（出所） 表２に同じ。
（注）２０１２年からデータベースと分類の変更により，２０００～２００９年の統計数値を改定。１９９２～１９９９年

統計は未改定。

図３ 再分配による国内所得の構成変化

（出所） 表２に同じ。
（注）２０１２年からデータベースと分類の変更により，２０００～２００９年の統計数値を改定。１９９２～１９９９年

統計は未改定。
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権期であり，胡政権下では民生重視のイメージとは裏腹に社会保障と雇用に費

やす支出の比率が頭打ちからやや減少したことが明らかになった（図４）。

ただし衛生部が管轄する医療費総額に占める医療財政の比率と，財政支出に

占める医療費の比率をみると，いずれも急上昇しており，GDP に占める医療費

の割合も２００１年を底として増大を続けている（図５）。このことから医療につい

ては，SARS 危機の対応以降，政府財政の果たす役割が拡大したが，その他の社

会保険の給付については，保険料の徴収に比べて財政からの大きな移転はなかっ

たと考えられる。

そこで各社会保険の積立残高を確認してみると，２０１１年末の時点で都市基礎

年金（都市従業員基礎年金と都市住民社会年金を含む）は１兆９４９７億元とほぼ２兆

元に達している。同様に新型農村社会年金については１１９９億元，都市基礎医療

保険（都市住民基礎医療保険を含む）は４０１５億元，失業保険では２２４０億元，労災保

険で６４２億元，生育保険が３４３億元の残高を記録している。いずれも当年の収支

は黒字である。都市基礎年金の基金については，中央と地方政府からの財政補

助が入っているが，保険料収入だけで支出総額を超過している。対前年の増加

率でも，保険料収入が２５．６％増で支出全体の２０．９％を上回った（人力資源和社会

保障部 ２０１２）。社会保険料の拠出が強制貯蓄の側面をもつことを考えると，社会

保険基金残高の増加は内需拡大に負の影響を与える可能性がある。

社会保険基金の残高が増大した背景には，過去の移行コストの経験と将来の

少子化に対する危機感が存在する。最大の残高をもつ都市基礎年金基金では，１９９７

年に従来の賦課方式から積立方式へと制度転換を図った際に，一部の地方が移

行コストを捻出するために，加入者の個人年金口座を空洞化（積み立て不足状態）

にし，年金基金への信用を低下させた。こうした状況を是正するため，胡政権

は２００６年から新たな加入者については，給付額が平均寿命と加入年数とに連動

するよう調整した。さらに法定退職年齢の引き上げを提起し，来るべき少子高

齢化の時代に備えようとした。人口ボーナスの終焉が迫るなかで，巨額の累積

残高は年金基金の信用を担保すると考えられたのである。

しかし，定年延長の提案は多方面から反発を招いている。とくに雇用が不安

定な中高年の女性就労者は，たとえ定年を延長したほうが月単位での給付額は

増えるという条件でも，年金の早期給付を希望し，定年延長に強く反対する者

が多い。彼女らにとっては，現在の早期退職による年金受給は失業保険を代替

第６章 社会保障制度の新たな課題 ―― 国民皆保険体制に内在する格差への対応 ――

153



図４ 胡錦濤政権期の社会保障・雇用に対する財政支出（対GDP，対歳出）

（出所） 表２に同じ。

図５ 財政支出による医療費の比率

（出所） 中華人民共和国衛生部統計信息中心（２０１２）より筆者作成。
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する機能がある（澤田２０１０，８６―８７）。最低生活保障制度に頼るとなると，受給額

は年金よりも低いだけでなく，ミーンズテスト（資産評価）が義務づけられてお

り，受給者名が公表されるため，利用には心理的に抵抗感もともなう。

また失業保険では，１９９９年から公務員に準ずる事業機関（学校や病院，放送局

など公共サービスを担う機関）の職員を加入させていたことから，失業のリスクが

低く賃金が相対的に高めで安定した者が失業保険の対象となったのに対し，リ

スクの高い非正規就労者はなかなか加入対象に含められなかった。この結果，

図６で示したように，２０００年代に失業者数が増大し失業率が上昇しても，実際

に失業保険を受給できる者は逆に下がり続けるというジレンマが発生した。

４．社会保険の管理に対する不信と商業保険の活用

さらに社会保険基金の管理運営に対する加入者の不信感も無視できない。２０１１

年１０月，北京市医療保険基金の収支が赤字に陥ったという文章がインターネッ

図６ 失業保険の受給者数と登録失業者数および失業率の推移

（出所） 国家統計局人口和就業統計司・人力資源和社会保障部規画財務司（２０１１）および人力資源和
社会保障部（２０１２）より筆者作成。
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ト上で流れると，医療関係者が強い反発を示し，ネットが炎上するという事件

が起きた。のちに北京市政府が説明のプレスリリースを行って，ようやく事態

は収束した（王・李 ２０１２，６４）。しかし，農村を含む国民皆保険体制を整備した

いま，すべての基金の管理運営を透明化し，説明責任を果たすことは困難を極

める。国家会計監査署が２０１０年５月に９省市で会計監査を行った折には，特定

の県で半分以上の加入者が登録のみで保険料を納付していない例がみつかり，

受給者への年金給付の遅滞とあわせて，重大な違反とされた（王 ２０１１，５４）。

こうした不正行為でなくとも，地方政府の年金基金運用の非効率性は，しば

しば表面化している。２０１２年３月，広東省政府は，自省の都市従業員基礎年金

基金から１０００億元を全国社会保障基金理事会に委託する，という協定を結び，

内外の注目を浴びた。地方政府の年金基金は，運用先が国債と銀行預金に限定

されているため，投資収益率が年率２％足らずにとどまっているのに対して，

中央政府直轄の全国社会保障基金はリスク資産にも投資を認められており，地

方よりも収益率が高い。２０１１年末における全国社会保障基金の年平均投資収益

率は８．４％の高水準を記録したという。広東省政府は，この地方と中央の年金基

金の収益格差をみて，上記の協定に踏み切ったのである（中井２０１２，５６）。この

ことから，地方政府が抱える年金運用の制約と収益の低さがうかがえる。

さらに地方の末端行政部門の多くは，皆保険体制の構築で急増する加入者の

管理コストに頭を悩ませている。社会保険の都市と農村の統合は，もっとも既

得権が少ない新型保険から着手された。先行したのは，新型農村合作医療と都

市住民基礎医療保険である。この過程で，都市部の社会保険局には従来の都市

住民に加えて，膨大な農村の被保険者を管理する責任が新たに課せられた。

一例を挙げると，広東省の湛江市は２００９年１月から都市と農村の基礎医療保

険を統合し，「湛江城郷居民基本医療保険制度」を設立した。このとき，都市住

民５８万人に対して，農村住民は４８８万人だったため，社会保障局の医療保険担当

者をいくら増員しても手が足りなかったという。そこで湛江市は問題解消とコ

スト節約のために，商業保険会社に社会保険事業の協力を依頼した。最終的に

は，中国人民健康保険株式会社湛江センター支社と共同で基金の管理運営に当

たることになった（郭 ２０１０，１０）。

また年金についても，四川省徳陽市が，新型農村社会年金と都市住民基礎年

金を２０１０年１２月に統合する際に，財力不足を補うため「サービスの購入」とい
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う名目で入札を行い，落札に成功した中国人寿徳陽社に新型農村社会年金の業

務を事業委託した（向２０１２，１１―１２）。このような末端行政部門による民間からの

社会サービス購入は，社会福祉事業の分野でも拡大しつつある。北京の草の根

NGO のなかには，農民工の子弟を対象にした教育や文化事業を市政府から受託

する例も出現した（澤田２０１２，２２６）。国民皆保険体制の形成は，商業保険会社や

NPO といった民間の参入を招く作用があったといえる。

２０１２年１１月の第１８回党大会では戸籍制度の改革が明確に掲げられたことから，

都市と農村の一体化は今後も加速するとみられる。これにつれて，社会保障制

度における商業保険会社の存在感が強まる可能性がある。

おわりに

胡政権期の社会保障制度改革は，国民皆保険の構築を中心に急速に展開した。

このスピードを実現するために，政府は既存の社会保険制度を残しながら，そ

こから排除された者を対象に新たな保険制度を設けていった。このことは，異

なる社会保険のあいだの格差を温存するとともに，救貧のための公的扶助を国

民皆保険の拡大に動員する結果になった。また新たな社会保険は都市と農村の

一体化を進める過程で，市場原理に接近している。

もともと社会保険は保険料で運用されるため，公的扶助や社会福祉と比較す

ると，政府財政の肥大化を招きにくく，市場に親和的である。実際に，中国の

社会保険基金の運営方針は，一貫して「収支バランスをとりながら少々の余剰

を残す」という慎重なもので，財政赤字を回避するよう設計の調整を行ってお

り，結果として各種の社会保険基金残高は増大傾向にある。その意味で，胡政

権の社会保障改革は，福祉国家への道程というよりも，自由な市場活動を支え

る社会セーフティネットの形成過程であったといえる。

したがって，習近平政権の課題は，まず低すぎる新型社会保険の給付水準を

引き上げて，制度間の格差を縮小することである。それには，各社会保険内の

保険料のみに頼らず，社会保障制度全体で再分配機能を高める必要がある。さ

もなければ，給付の引き上げに先行して社会保険料の負担が増大し，新たな格

差につながりかねない。しかし，これには既得権の調整をともなうので，都市
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部の中高所得層の抵抗が予想される。

短期的には，現行制度のもとで労働分配率を高めることが，制度間の格差縮

小に効果的であろう。受給水準が第一次分配を反映する以上，賃金格差の縮小

が社会保険にも波及するからである。いずれにせよ，高度経済成長と人口ボー

ナスの終焉に備えるために，習政権は胡政権が整備した制度の実質化と同時に

その再編にも追われることになろう。

【注】

�１ このような考えは，たとえば朱炎（２０１１：６６）にみることができる。

�２ 三浦有史が複数の資料から作成した図によれば，「公務執行妨害をともなう集団行動」

の件数は１９９３年から２００９年にかけて一度も下がることがない。とりわけ１９９７年以降に急上

昇し，２００９年には１０万件を上回った（三浦 ２０１２，４７―４８）。さらに労働争議の件数でみる

と，２００１～２００７年のあいだは年平均３万３０００件だったものが，２００８年には６９万３０００件に跳

ね上がった。２０１０年には若干減少したものの，６０万１０００件と高い水準にとどまっている。

また同年の労働争議にかかわった労働者数は８１万５０００人にも及んでいる（喬２０１２，２６３）。

�３ 計画経済の時代の農村にも，合作医療と呼ばれる医療保障制度が存在したが，人民公社

の解体とともに姿を消していた。これと区別するため，現行の制度は，「新型農村合作医

療制度」と呼ぶ。

�４ 表１では，２０１１年の新型農村合作医療の加入者数は前年に比べて４００万人ほど減少して

いるが，これは２０１１年に一部の都市が農村と都市の住民基礎医療保険を統合したためであ

る。この結果，新型農村合作医療の加入者数は減少したが，加入率は逆に微増しており，

２０１０年の９６．０％から２０１１年には１．５ポイント上昇して９７．５％に達した（中華人民共和国中

央人民政府 ２０１２）。

�５ 両制度とも基礎年金の１人当たり給付額は毎月５５元，支給開始年齢は６０歳，受給資格を

得るための加入年数は最低１５年である。また個人口座の積立総額は１３９（現行の都市従業

員基礎年金制度に準じた係数）で割って，毎月の支給に充てることが定められている。

�６ とくに２０１１年から本格化した都市住民社会基礎年金については，同年末の加入者数が５３９

万人，実際に年金を受給した人数は２３５万人にとどまっている（人力資源和社会保障部

２０１２）。

�７ 関連する表現としては，農村の脱貧困への言及が２カ所，社会福祉と社会救助システム

への言及が１カ所ある。

�８ これを受けて２００３年１１月に民政部・衛生部・財政部が「農村医療救助制度の実施に関す

る意見」を打ち出し，実現に至った（王・陳２０１２，６６）。それが２００５年からは都市部にも

拡大し，生活保護の受給者のうち，都市従業員基本医療保険に未加入の者（または加入済

みでも医療費負担が重く，生活が困難な者）に対して，政府の財源で資金援助を行うこと

になったのである（何 ２０１２）。
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�９ 計画経済の外にあった農村に市場原理を導入し，都市部の国有企業の既得権益を相対的

に温存しながら改革を進める方法。漸進主義とも呼ばれた。

�１０ 定年退職時の賃金に対する年金の比率。１００％なら退職後も現役時代の賃金と同じ金額

の年金を受給することになる。

�１１ ただし地方レベルでは，２０１２年から８省市が公務員の公費医療の廃止を提起しており，

変化の兆しがみられる。

�１２ 従業員が負担する保険料は，一律賃金の８％で個人口座に積み立てられる。２００５年まで

は企業が賃金総額の２０％を保険料として拠出して，３％を従業員個人口座に上乗せし，１７％

を社会統一年金基金に納付していた。２００６年以降については，本文参照。

�１３ 原データには，事業単位の従業員が含まれていない。

�１４ ５％の有意水準で，賃金と年金保険料率の相関係数はマイナス０．１２４０，賃金と医療保険

料率の相関係数はマイナス０．０７２７（白・呉・金 ２０１２，４８―７１）。

�１５ 胡（２０１２）「四．社会主義市場経済体制の整備と経済発展パターンの転換を加速する」

の「（３）経済構造の戦略的調整を推進する」より。

�１６ ２０１１年は５３％（World Bank ２０１２）。

�１７ UBS 証券チーフエコノミストの王涛は，企業と政府の貯蓄率の引き下げに言及し，社会

保険と医療衛生に言及し，国有企業の配当を社会保険基金に充当することを提案している

（周 ２０１２）。

�１８ 北京，遼寧，浙江，安�，湖北，広東，四川，陝西，甘粛。

�１９ 実験地区から九つの都市を抽出し，２００７年と２００８年にそれぞれ３万３０００人と２万６０００人

に対して家計調査を行っている（臧等 ２０１２）。
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